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 （１） 

１ 本書の位置づけ 

佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業落札者決定基準（以下「落札者決定基準」と

いう。）は、香取市（以下「市」という。）が、佐原駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業

（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）の募集及び選定を

行うに当たって、入札参加者に交付するものである。 

落札者決定基準は、落札者を決定するに当たって、最も優れた提案を行った入札参加者を選定

するための方法及び評価項目等を示し、入札参加者の提案に具体的な指針を与えるものである。 

 

２ 事業者選定の概要 

(1) 事業者選定方式 

本事業は、施設の整備段階から維持管理・運営段階までの各業務を通じて、事業者に効率的

かつ効果的、安定的かつ継続的なサービスの提供を求めるものである。従って、事業者の選定

は、入札金額とともに、事業者の幅広い能力及びノウハウを総合的に評価する必要があること

から、総合評価一般競争入札をもって行うこととする。 

 

(2) 事業者選定方法 

事業者の選定は、提案内容審査（入札金額の適格審査、基礎項目の適格審査、技術評価点の

審査、入札価格評価点の算定、総合評価値の算定）を行った後、資格審査を行い選定する。 

 

(3) 事業者選定の体制 

審査に当たっては、学識経験者及び市の職員で構成する「香取市佐原駅周辺地区複合公共施

設整備事業総合評価技術審査会」（以下「複合公共施設技術審査会」という。）を設置し、複合

公共施設技術審査会で、入札参加者より提出された技術提案書等の審査を行う。なお、複合公

共施設技術審査会の会議は非公開とする。 

 

 

 

 

  



 

 （２） 

３ 審査の手順 

審査の手順は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入札書・内訳書 
参加資格確認申請書 
資格確認資料 

        技術提案書  等の提出 

②入札価格評価 
（本基準に基づき価格評価点
を算定） 

①技術評価点 
（複合公共施設技術審査会が
本基準に基づき技術評価点を
算定） 

複合公共施設技術審査会 

⑤落札者の決定 
※低入札価格調査の対象になった場合には 
一定の調査期間を設ける場合がある 

 

開札 基礎項目の適格審査 

入札公告 

 

総務企画部企画政策課へ提出 

③総合評価 
技術評価点と入札価格評価点を合算し総合評価値を確定 

失格 

入札参加資格を満たさない場合 

④入札参加者の競争参加資格の審査 

質問・回答 

失格 失格 
予定価格超過 要求水準基礎項目の未達 



 

 （３） 

４ 競争参加資格確認審査 

(1) 競争参加資格確認審査 

競争参加資格の確認審査は、入札参加者が備えるべき要件等（公告文に記載の要件）を満た

しているかについて確認審査を行う。１項目でも当該要件を満たしていない場合は欠格（競争

参加資格がない。）とする。 

 

５ 提案内容審査 

(1) 入札金額の適格審査 

入札書に記載された入札金額が、市が定める予定価格の範囲内であることを確認する。予定

価格を超える場合は失格とする。 

 

(2) 基礎項目の適格審査 

基礎項目の適格審査は、入札参加者より提出された技術提案書の内容が、要求水準の基礎項

目をすべて充足しているかについて審査を行う。要求水準の基礎項目をすべて充足している場

合は適格とする。１項目でも要求水準の基礎項目を充足していない場合又は要求水準の基礎項

目について記載のない場合は失格とする。要求水準の基礎項目は、次の表のとおりである。 

1) 基礎項目及び審査基準 

基 礎 項 目 審 査 基 準 

① 事業計画

に関する

事項 

ア 事業工程 ａ 実現可能な事業工程となっているとともに、事業条件

が満たされていること。 

イ 市の支払条

件 

ａ 施設整備業務に係る対価の算定方法に誤りがなく、支

払条件が満たされていること。 

ｂ 維持管理業務に係る対価の算定方法に誤りがなく、支

払条件が満たされていること。 

ｃ 運営業務に係る対価の算定方法に誤りがなく、支払条

件が満たされていること。 

ウ 保険の付保 ａ 事業者に義務づけている保険に付保されること。 

② 施設整備業務に関する事

項 

ａ 事業場所の範囲内に配置されていること。 

ｂ 延べ面積について要求水準が満たされていること。（具

体的な数値は、要求水準書による。） 

ｃ 各室の室数及び規模（室面積）について要求水準が満

たされていること。（具体的な数値は、要求水準書に

よる。） 

ｄ 設計業務の実施体制と実施計画について、要求水準が

満たされていること。 

ｅ 建設工事の実施体制と実施計画について、要求水準が

満たされていること。 



 

 （４） 

基 礎 項 目 審 査 基 準 

ｆ その他、要求水準が満たされていないと判断される提

案がなされていないこと。 

③ 維持管理業務に関する事

項 

ａ 建物・建築設備保守管理業務の実施体制と実施計画に

ついて、要求水準が満たされていること。 

ｂ 外構施設保守管理業務の実施体制と実施計画につい

て、要求水準が満たされていること。 

ｃ 清掃衛生管理業務の実施体制と実施計画について、要

求水準が満たされていること。 

ｄ 警備業務の実施体制と実施計画について、要求水準が

満たされていること。 

ｅ その他、要求水準が満たされていないと判断される提

案がなされていないこと。 

④ 運営業務に関する事項 ａ 指定管理エリア運営業務の実施体制と実施計画につい

て、要求水準が満たされていること。 

ｂ 駐車場運営業務の実施体制と実施計画について、要求

水準が満たされていること。 

ｃ 事業者提案による運営業務（任意）の実施体制と実施

計画について、要求水準が満たされていること。 

ｄ その他、要求水準が満たされていないと判断される提

案がなされていないこと。 

 

  



 

 （５） 

(3) 技術評価点の審査 

基礎項目の適格審査において合格とされた技術提案書の内容について、技術評価点の審査を

行う。技術評価点は、以下に示す提案加点項目及び審査基準に応じた配点に加点比率を乗じて

付与する。 

配点の合計は 120点とする。 

提 案 加 点 項 目 配点 

1) 事業計画に関する提案 ア 事業実施における取組姿勢  2 

11 

 

イ 事業実施における実施体制  4 

ウ 任意事業の資金調達、収支計画  3 

エ リスク対応  2 

2) 施設整備

業務に関

する提案 

① 施設計画 ア 個別提案 4 

47 

 

63 

 

イ 事業場所全体の配置計画、動線計画  2 

ウ 平面計画、断面計画、施設内の動線計画、

室内環境計画、設備計画 
 6 

エ 内観・外観デザインと周辺景観等への配慮  8 

オ 複合施設の高機能化への配慮 11 

カ サスティナブルへの配慮 10 

キ 安全・安心な施設への配慮  6 

② 施工計画 ア 施工計画における品質管理  3 

14 
イ 設計業務、建設工事から維持管理・運営業

務までの工程管理 
 3 

ウ 施工計画における地域貢献・地域への配慮 8 

③ 備品等調

達業務 

ア 備品等調達業務 
 2  2 

3) 維持管理業務に関する提

案 

ア 維持管理業務  12 
16 

イ 維持管理コストへの配慮  4 

4) 運営業務に関する提案 ア 指定管理エリア運営業務  22 

30 イ 駐車場運営業務  2 

ウ 事業者提案による運営業務（任意）  6 

合計 120 

 

  



 

 （６） 

1) 事業計画に関する提案・・・配点合計１１点 

提 案 加 点 項 目 審 査 基 準 配点 

ア 事業実施における取組姿

勢 

 

 

ａ 本事業の理念や目的を十分に理解し、市が目指

す本施設の効率的かつ効果的な実現に向け、市

と協働して事業を実施していこうとする積極的

な取組姿勢が示されているか。 

２ ２ 

イ 事業実施における実施体

制 

ａ 本事業の実施体制（構成企業、総括責任者、各業

務責任者及び各業務担当者等）について、高いス

キルと豊富な実績等を有するとともに、選定事

業者内の情報共有体制、品質管理体制、業務実施

体制等、本事業を効率的かつ効果的に実施する

ための優れた提案がなされているか。 

２ 

４ 

ｂ 市との連絡、協議体制の構築のほか、モニタリン

グ体制について、本事業を継続的に実施するた

めの優れた提案がなされているか。 

２ 

ウ 任意事業の資金調達、収支

計画 

ａ 資金調達を確実かつ安定的なものとするための

優れた提案がなされているか。 
１ 

３ 
ｂ 毎年度の収支計画を確実かつ安定的なものとす

るための優れた提案がなされているか。 
１ 

ｃ 不測の資金需要に対応するための優れた提案が

なされているか。 
１ 

エ リスク対応 ａ 想定されるリスクの的確な把握とともに、これ

らのリスクに対応するための優れた提案がなさ

れているか。 

１ 

２ 

ｂ リスクに対応する方策の一つとして、適切かつ

有効な保険が付保されているか。 
１ 

  



 

 （７） 

2) 施設整備業務に関する提案・・・配点合計６３点 

① 施設計画（配点４７点） 

提 案 加 点 項 目 審 査 基 準 配点 

ア 個別提案 ａ 要求水準確認（個別提案※）に関する一連の手続

を経て、要求水準書の規定に替わる提案により、

市が想定していた水準を超える優れた提案がなさ

れているか。 

※ 個別提案とは、要求水準書の規定によらないで、

要求水準の規定と同等以上の機能、性能、品質等

を満たすもので、要求水準書の規定に替わる提案

をいう。 

※ 本加点項目に記載の提案と同じ内容の提案を、他

の加点項目にも記載することを認める。ただし、

本加点項目では優れた個別提案を行ったことのみ

を評価し、他の加点項目では提案の内容そのもの

を評価する。 

４ 

イ 事業場所全体の配置計画、

動線計画 

ａ 事業場所全体の配置計画を適切かつ効果的なもの

とするための優れた提案がなされているか。 
１ 

２ 
ｂ 事業場所全体の動線計画を適切かつ効果的なもの

とするための優れた提案がなされているか。 
１ 

ウ 平面計画、断面計画、施設

内の動線計画、室内環境計

画、設備計画 

ａ 平面計画、断面計画、施設内の動線計画が、本施

設各所の目的とする機能、性能を満たしていると

ともに、使用者の利便性及び快適性を高めるため

の優れた提案がなされているか。 

３ 

６ 
ｂ 室内環境計画、設備計画が、本施設各所の目的と

する機能、性能を満たしているとともに、使用者

の利便性及び快適性を高めるための優れた提案が

なされているか。 

３ 

エ 内観・外観デザインと周辺

景観等への配慮 

ａ 香取市の歴史を踏まえ、かつ、新しい顔（シンボ

ル）として、５０年後、１００年後を見据えたデ

ザイン（外観デザイン、エントランスデザイン）

とするための優れた提案がなされているか。 

３ 

８ ｂ 周辺との景観の形成や調和を図るための優れた提

案がなされているか。 
３ 

ｃ 内観デザインに香取市産材・千葉県産材を用いた

積極的な内装木質化の優れた提案がなされている

か。 

２ 



 

 （８） 

提 案 加 点 項 目 審 査 基 準 配点 

オ 複合施設の高機能化への

配慮 

ａ 変化に対応できる柔軟性と拡張性のある優れた提

案がなされているか。 
３ 

１１ 

ｂ 佐原通りを代表する共用部において、利用者の交

流環境を高め、賑わいを演出するための優れた提

案がなされているか。 

３ 

ｃ 本施設の各機能の連携を考慮し、複合施設のメリ

ットを生かした優れた提案がなされているか。 ３ 

ｄ ゆとりと潤いのある交流空間（外部パブリックス

ペース）を提供するための優れた提案がなされて

いるか。 

２ 

カ サスティナブルへの配慮 ａ 熱負荷抑制や建築設備の高効率化、再生可能エネ

ルギーを利用したシステムの採用等、一次エネル

ギー消費量を大幅に削減可能な先導的省エネルギ

ー技術等の導入による、運用段階における維持管

理コスト（光熱水費を含む。）を縮減するための

優れた提案がなされているか。 

４ 

１０ 

ｂ 省ＣＯ2、省資源、資源の循環利用等、環境負荷を

低減するための優れた提案がなされているか。 
２ 

ｃ 建物及び設備機器の長寿命化を図るとともに、設

備機器更新費の低減を図るための優れた提案がな

されているか。 

４ 

キ 安全・安心な施設への配慮 a 施設利用者の多様化に配慮し、利用目的に即して誰

にとっても安全かつ容易な利用が可能となる施設

とするための優れた提案がなされているか。 

２ 

６ 

 

b 災害時におけるライフライン確保の多様化や災害

発生後の初動体制・機能の強化、並びにセキュリ

ティー対策、事故防止等、安全に配慮した優れた

提案がなされているか。 

２ 

c 施設内の安全な交通を確保するため、歩行者や自転

車、自動車などが安全に共存できる優れた提案が

なされているか。 

２ 

 

 

 

 



 

 （９） 

② 施工計画（配点１４点） 

提 案 加 点 項 目 審 査 基 準 配点 

ア 施工計画における品質管

理 

ａ 施工計画における品質管理の方法等について、適

切かつ効果的なものとするための優れた提案がな

されているか。 

３ 

１４ 

イ 設計業務、建設工事から維

持管理・運営業務までの工

程管理 

ａ 設計業務、建設工事から維持管理・運営業務まで

の工程管理を適切かつ効果的なものとし、早期開

館が図れるような優れた提案がなされているか。 

３ 

ウ 施工計画における地域貢

献・地域への配慮 

a 地域貢献・地域への配慮として市内事業者に一次下

請けとして発注する具体的な金額がどうなってい

るか。【(5)特記事項2)、3)、4)参照】市内事業者

が構成企業として参加した場合は、一次下請けと

してみなし、これらに発注した金額も含めること

とする。 

８ 

 

③ 備品等調達業務（配点２点） 

提 案 加 点 項 目 審 査 基 準 配点 

ア 備品等調達業務 ａ 備品等調達業務の準備段階から完了段階、さらに

は事後支援までを適切かつ効果的なものとするた

めの優れた提案がなされているか。 

２ ２ 

 

3) 維持管理業務に関する提案・・・配点合計１６点 

提 案 加 点 項 目 審 査 基 準 配点 

ア 維持管理業務 ａ 維持管理業務（建物・建築設備保守管理業務、外

構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、警備業

務）の具体的な実施内容を適切かつ効果的なもの

とするための優れた提案がなされているか。 

４ 

 

１２ ｂ 維持管理業務の各業務について、品質の確保・向

上や効果的なサービス提供のための優れた提案が

なされているか。 

４ 

 

ｃ 予防保全を基本とし、長期的に本施設の機能水準

を維持していくための優れた提案がなされている

か。 

４ 

イ 維持管理コストへの配慮 ａ 維持管理業務において、本施設の運用段階におけ

る維持管理コスト（光熱水費を含む。）を縮減す

るための優れた提案がなされているか。 

４ ４ 



 

 （１０） 

4) 運営業務に関する提案・・・配点合計３０点 

提 案 加 点 項 目 審 査 基 準 配点 

ア 指定管理エリア運営業務 a 指定管理エリア運営業務において、利用者満足度

を高めるとともに、継続的かつ効果的に維持・改

善し、集客・魅力創造の拠点として賑わいと魅力

を発信し続けるための優れた提案がなされてい

るか。特に、利用者数の変化に対しても、常にサ

ービスの質を落とさずに業務を実施するための

優れた提案がなされているか。 

４ 

２２ 

b 観光情報発信施設業務の具体的な実施内容を適切

かつ効果的なものとするための優れた提案がなさ

れているか。 

４ 

c 子育て世代支援施設業務の具体的な実施内容を適

切かつ効果的なものとするための優れた提案がな

されているか。 

４ 

ｄ 公民館機能業務の具体的な実施内容を適切かつ

効果的なものとするための優れた提案がなされ

ているか。 

４ 

ｅ 図書館運営業務の具体的な実施内容を適切かつ

効果的なものとするための優れた提案がなされて

いるか。 

４ 

ｆ 図書館運営業務について、市との業務分担におい

て市と連携するための独自の優れた提案がなさ

れているか。 

２ 

ウ 駐車場運営業務 ａ 駐車場運営業務の具体的な実施内容を適切かつ

効果的なものとするための優れた提案がなされ

ているか。 

２ ２ 

エ 事業者提案による運営業

務（任意） 

ａ 事業者提案による運営業務（任意）において、主

として本施設における市民の諸活動を支援する

ことに即した実施内容を適切かつ効果的なもの

とするための優れた提案がなされているか。 

２ 

６ ｂ 事業者提案による運営業務（任意）において、想

定される利用者ニーズの変化やリスク等に対応

するための優れた提案がなされているか。 

２ 

ｃ 集客・魅力創造の拠点として賑わいと魅力を発信

し続けるための優れた提案がなされているか。 
２ 

 



 

 （１１） 

5) 配点基準 

評 価 水 準 加点比率（技術評価点＝配点×加点比率） 

５ 特に優れている １００％ 

４ ５と３の中間程度  ７５％ 

３ 要求水準に比較して優れている  ５０％ 

２ ３と１の中間程度  ２５％ 

１ 要求水準を満たす程度   ０％ 

 

なお、評価水準の判定に当たっては、明確な内容の提案及び具体的な内容の提案で効果

が確認できるものを評価するものとし、不明確な内容の提案及び抽象的な内容の提案で効

果が確認できないものについては評価しない。 

 

(4) 落札者の決定 

1） 技術評価点と入札金額から求められる価格点（以下「入札価格評価点」という。）の合計

により得た数値（以下「総合評価値」という。）を比較し、総合評価値の最も高い提案者を

落札者として決定する。 

  ただし、総合評価値の最も高い提案者が複数いるときは、くじを実施して、落札者を決

定するものとする。  

総合評価値 ＝技術評価点（配点120点) +  入札価格評価点（配点280点） 
 

 

2） 入札価格評価点は、市が各参加者の入札価格を次式に従って算定する。入札価格評価点

は上限を 280点とする。予定価格を上回った参加者は失格とする。なお、得点化の際は小

数点第 3 位を四捨五入し、小数点第 2位までを求める。 

 

 

(5) 特記事項 

1) 技術提案書は契約書の一部とし、市は工事中、工事完了後及び維持管理・運営期間に

おいてその履行状況を確認する。 

2) 提案加点項目「2)施設整備業務に関する提案 ②施工計画 ウ 施工計画における地域貢

献・地域への配慮」については、以下の算定式によって技術評価点を算定する。 

 

 

3) 提案加点項目「2)施設整備業務に関する提案 ②施工計画 ウ 施工計画における地域貢

献・地域への配慮」にて受注者から提案された金額について、受注者の責に帰すべき事

入札価格評価点 ＝ 調査基準価格 ÷ 参加者Ａの入札価格×280 

参加者Ａの得点＝参加者Ａの提案金額÷参加者中の最高提案金額×８（点） 
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由により、これを満足できない場合、市は請負金額に入札価格評価点配点に対する受注

者が得た当該項目の得点の割合と、受注者の当該項目の未達成度（α）を乗じた金額を

徴収する。市が受注者から徴収する金額は、次の式による。 

＜算定式＞ 

市が受注者より徴収する金額 =請負金額× (
受注者が得た当該項目の得点

２８０点（入札価格評価点配点）
) ×α 

受注者の当該項目の未達成度 α = 1 −
市内事業者への発注実績金額

市内事業者への発注提案金額
 

4) 市内事業者とは、香取市内に本店又は営業所（資格者名簿に係る使用印鑑届兼委任状

により契約権限等の委任を受けていること。）がある者とする。 


